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○ 平成 12 年 3 月 30 日に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促

進に関する法律」（略称：化管法）が施行され、化学物質排出移動量届出制度（ＰＲＴＲ

制度）が導入されました。 

 

○ ＰＲＴＲ制度（Pollutant Release and Transfer Register）とは、多種多様な化学物質

がどのような発生源から、どのくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物などに含

まれて事業所の外に運び出されたかというデータを事業者自らが把握し、県を経由して

国に届け出て、そのデータを国が集計し、公表する仕組みです。 

 

○ この制度により、以下の効果が期待されています。 

・ 事業者による自主的な化学物質管理の改善の促進 

・ 住民への情報提供を通じた、化学物質の排出状況・管理状況への理解の増進 

・ 行政による化学物質対策の優先度の判断材料 

・ 事業者と住民と行政で化学物質による環境リスクに関する正確な情報の共有 

 

〔概要〕 

１ 対象となる化学物質 

トルエン、ジクロロメタン（塩化メチレン）、トリクロロエチレンなどの第一種指定

化学物質（462 物質。このうち、発ガン性等が認められる 15 物質を特定第一種指定化

学物質と規定。） 

 

２ 対象事業者 

次の３つの要件を満たす事業者 

（１） 全ての製造業、下水道業、産業廃棄物処分業など国が指定する 24 業種のいずれ

かに属する事業を営んでいる 

（２） 常用雇用者数が 21 人以上である 

（３） 取扱量等、次のいずれかに該当 

ア 対象となる化学物質のうち、いずれかの年間取扱量が 1 トン以上（特定第一種

指定化学物質は 0.5 トン以上）である事業所を有している 

イ 下水道業を営み、下水道終末処理施設を設置している 

ウ ダイオキシン類対策特別措置法に規定する廃棄物焼却炉を設置している 

エ その他、産業廃棄物処理施設など国が定める施設を設置している 

 

３ その他 

（１） 国は、対象とならない小規模な事業所や、農業、建設業などの非対象業種からの

排出量及び自動車や家庭からの排出量を推計している。 

（２） 国は、届出データと推計データを基に、物質ごとに業種別、地域別等に集計し公

表している。(毎年２月ごろ) 



 

（３） 山梨県では、国が公表したデータに基づき、山梨県内の集計結果を大気水質保全

課のホームページ上で公表している。（毎年８月ごろ） 

 

内 

 

 

 

 

 

容 

○ 山梨県内の令和３年度（令和４年度届出）集計結果について 

１ 届出のあった事業所数       ：291 件 （全国：32,729 件 県/国：0.9%） 

 

２ 届出排出量・移動量        ：2,273 トン（全国：383,660 トン 県/国：0.6%） 

（内訳） 

（１） 環境への排出量          ：1,254 トン（全国：125,095 トン 県/国：1.0%） 

・ 大気への排出          ：1,240 トン 

・ 公共用水域への排出       ：   14 トン 

・ 事務所における土壌への排出   ：  0 トン 

・ 事務所における埋立処分     ：  0 トン 

（２） 事業所から出された移動量     ：1,019 トン（全国：258,565 トン 県/国：0.4%） 

・ 下水道への移動         ：    0 トン（約 0.5 トン） 

・ 事業所外への廃棄物としての移動 ：1,018 トン 

 

３ 国が行った届出外排出量の推計 ：1,677 トン（全国：187,676 トン 県/国：0.9%） 

（内訳） 

（１） 移動体からの排出量の推計     ：  651 トン （構成比：38.8%） 

（２） 家庭からの排出量の推計      ：  297 トン （ 同 ：17.7%） 

（３） 非対象業種からの排出量の推計   ：  389 トン （ 同 ：23.2%） 

（４） 対象業種からの届出外排出量の推計 ：  340 トン （ 同 ：20.3%） 

 

＊ 数値や比率（％）は四捨五入により端数処理しているため、合計値と内訳の和が合わな

い場合があります。 

＊ 環境省及び経済産業省は、ＰＲＴＲ届出の個別事業所データをホームページで公表して

います。 

大気水質保全課  

大気水質担当 

TEL 055-223-1510 

FAX 055-223-1512 
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１ 排出量・移動量の届出状況 

 

 令和 3 年度（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで）に事業者が把握した排出量・移

動量について、県内 291 の事業所から届出がありました。 

 業種別の届出状況は次のとおりです。 

（単位：事業所）

食料品製造業 8 8
飲料・たばこ・飼料製造業 1 1
酒類製造業 3 3
繊維工業 1 1
衣服・その他の繊維製品製造業 1 1
木材・木製品製造業 1 1
パルプ・紙・紙加工品製造業 2 2
出版・印刷・同関連産業 5 5
化学工業 6 6
医薬品製造業 1 1
石油製品・石炭製品製造業 4 4
プラスチック製品製造業 12 12
ゴム製品製造業 1 1
窯業・土石製品製造業 4 4
非鉄金属製造業 4 4
金属製品製造業 14 14
一般機械器具製造業 13 13
電気機械器具製造業 20 20
電子応用装置製造業 2 3
電気計測器製造業 1 1
輸送用機械器具製造業 8 7
精密機械器具製造業 2 2
医療用機械器具・医療用品製造業 1 1

下水道業 23 23
石油卸売業 5 5
燃料小売業 127 137
自動車整備業 2 2
一般廃棄物処理業（ごみ処分業に限る。） 12 12
産業廃棄物処分業 4 4
自然科学研究所 3 3

291 301

製造業

合　　　　計

業種別に見た届出状況

業　　　　　　　種 R３年度届出数R４年度届出数

115 115
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２ ＰＲＴＲデータの集計結果の概要 

 
※ 集計結果の表記について 
・数値や比率（％）は四捨五入により端数処理しているため、合計値と内訳の和が合わない

場合があります。 
・「県／国（％）」は当該項目における全国に占める山梨県の割合です。 
・「構成比（％）」は、当該項目の山梨県全体に占める割合です。 
・令和 2 年度データについては、令和 5 年 3 月修正時点の国の公表データを使用しています。 

 

 （１） 届出排出量・移動量の集計結果 

ア 届出排出量・移動量 

事業者から届出のあった総届出排出量・移動量は 2,273 トンであり、内訳は総届出排

出量 1,254 トン、総届出移動量 1,019 トンとなっています。 

総届出排出量の内訳は、大気への排出 1,240 トン（構成比：98.9%）、公共用水域への

排出 14 トン（同：1.1%）となっています。また、総届出移動量は、下水道への移動 0

トン（同：0.1%）、事業所外への廃棄物としての移動 1,018 トン（同：99.9%）となっ

ています。 

県/国（％） 県/国（％）

届出排出量・移動量 0.6 0.6

　届出排出量 1.0 0.9

　　　大気への排出 1,240 1.1 1,165 1.0

　　　公共用水域への排出 14 0.2 13 0.2

　　　事務所における土壌への排出 0 0.0 0 0.0

　　　事務所における埋立処分 0 0.0 0 0.0

　届出移動量 0.4 0.5

　　　下水道への移動 0 0.1 1 0.1

　　　事業所外への廃棄物としての移動 1,018 0.4 1,037 0.5

1,177

1,037

R３年度（トン） R２年度（トン）

2,273 2,215

1,254

1,019
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イ 届出排出量・移動量の多い物質 
 届出排出量・移動量の多い上位 5 物質の合計は 1,841 トンで、総届出排出量・移動量

2,273 トンの 81.0%に当たります。 

物　質　名 排出量・移動量（トン） 構成比（%） 県/国（％） R２年度（トン） 県/国（％）

①  トルエン 988 43.5 1.1 900 1.0
②  ノルマル－ヘキサン 394 17.3 2.8 352 2.7
③  塩化メチレン 209 9.2 1.4 202 1.4
④  ふっ化水素及びその水溶性塩 166 7.3 1.7 179 1.7
⑤  キシレン 84 3.7 0.3 84 0.3

 

 
 

ウ 届出排出量の多い物質 

 届出排出量の多い上位 5 物質の合計は 1,146 トンで、総届出排出量 1,254 トンの

91.4%に当たります。 

物　質　名 排出量（トン） 構成比（%） 県/国（％） R２年度（トン） 県/国（％）

①  トルエン 744 59.3 1.7 679 1.6
②  塩化メチレン 184 14.7 2.2 171 2.1
③  ノルマル－ヘキサン 134 10.7 1.5 142 1.6
④  キシレン 54 4.3 0.3 56 0.3
⑤  トリクロロエチレン 31 2.5 1.4 25 1.2
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エ 業種別の届出排出量・移動量 

 届出排出量・移動量の多い上位 5 業種の合計は 1,625 トンで、総届出排出量・移動量

2,273 トンの 71.5%を占めます。 

なお、製造業における届出排出量・移動量の合計は 2,220 トンで、総届出排出量・移

動量の 97.7%に当たります。 

業　　　　　種 排出量・移動量（トン） 構成比（%） 県/国（％） R２年度（トン） 県/国（％）

① 化学工業 567 25.0 0.5 489 0.5
② 出版・印刷・同関連産業 299 13.2 4.0 316 4.4
③ 電気機械器具製造業 293 12.9 1.6 297 1.8
④ 医薬品製造業 279 12.3 1.8 262 1.6
⑤ 輸送用機械器具製造業 187 8.2 0.9 159 0.8

 

 
 

オ 業種別の届出排出量 

 届出排出量の多い上位 5 業種の合計は 875 トンで、総届出排出量 1,254 トンの 69.8%

に当たります。 

業　　　　　種 排出量（トン） 構成比（%） 県/国（％） R２年度（トン） 県/国（％）

① 出版・印刷・同関連産業 278 22.1 5.2 297 5.8
② 医薬品製造業 250 19.9 29.3 240 24.8
③ 輸送用機械器具製造業 172 13.7 1.0 146 0.9
④ 電気機械器具製造業 110 8.8 2.5 96 2.3
⑤ 一般機械器具製造業 65 5.2 0.9 54 0.9
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 （２） 届出外排出量の集計結果 

   環境省及び経済産業省が推計を行なった本県の届出外排出量の合計は 1,677 トンです。 

届出外排出量の種類 届出外排出量（トン） 構成比（%） 県/国（％） R２年度（トン） 県/国（％）

①　移動体からの排出量 651 38.8 1.2 648 1.2
②　家庭からの排出量 297 17.7 0.9 328 0.9
③　非対象業種からの排出量 389 23.2 0.6 366 0.6
④　対象業種からの届出外排出量※ 340 20.3 0.9 318 0.8

 
※ 対象業種に属する事業を営む事業者からの排出量であるが、従業員数、年間取扱量その他の要件を満たさない

ため届出対象とならないもの 
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 （３） 届出排出量と届出外排出量の合計 

ア 届出排出量と届出外排出量の合計 

排　出　量 排出量（トン） 構成比（%） 県/国（％） R２年度（トン） 県/国（％）

届出排出量 1,255 42.8 1.0 1,178 0.9
届出外排出量 1,677 57.2 0.9 1,660 0.9
合計 2,932 - 0.9 2,838 0.9

 

 
イ 届出排出量と届出外排出量の合計の多い物質 

 届出排出量と届出外排出量の合計の多い上位 5 物質の合計は 2,052 トンで、全体の

70.0%に当たります。 

物　　質　　名
届出排
出量

届出外
排出量

合計
排出量
（トン）

構成比
（％）

県/国
（％）

R２年度
合計排出量

（トン）

県/国
（％）

①  トルエン 744 412 1,156 39.4 1.5 1,082 1.4

②  キシレン 54 276 330 11.2 0.6 336 0.6

③  ノルマル－ヘキサン 134 71 205 7.0 1.4 211 1.4

④  塩化メチレン 184 17 201 6.8 1.9 185 1.9

⑤

 ポリ（オキシエチレン）＝アルキル
エーテル（アルキル基の炭素数が１
２から１５までのもの及びその混合物
に限る。）

1 160 161 5.5 1.1 187 1.1
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（４） 特定第一種指定化学物質の届出排出量・移動量と届出外排出量の集計結果 

462 物質のうち、人に対して発がん性等が認められるものは特定第一種指定化学物質

（15 物質）に規定されており、ダイオキシン類を除く 14 物質の届出排出量・移動量の

合計は 13 トン、届出外排出量の合計は 108 トン、総計は 121 トンです。 

また、上位 3 物質の総計は 111 トンで、特定第一種指定化学物質の届出排出量・移動

量及び届出外排出量の 91.9%に当たります。 

なお、ダイオキシン類の届出排出量・移動量及び届出外排出量の合計は 37.4g-TEQ

です。 

 

排出量
（トン）

移動量
（トン）

①  ベンゼン 2 0 59 61 50.0 0.9 61 0.9
②  ホルムアルデヒド 0 2 39 42 34.5 0.6 42 0.6
③  １，３－ブタジエン 0 0 9 9 7.4 0.9 9 0.9

0.8 36.3 0.2 37.4 - 2.3 28.5 1.6
g-TEQ g-TEQ g-TEQ g-TEQ g-TEQ

特定第一種化学物質

ダイオキシン類

県/国
（％）

県/国
（％）

届出 届出外
排出量
（トン）

R２年度
届出・届出外

(トン）

合計
（トン）

構成比
（%）
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※ 令和３年度PRTR公表結果に記載のある化学物質の主な用途

物　質　名 主　　な　　用　　途

 トルエン 合成原料（合成繊維、染料、火薬（TNT）、香料、有機顔料、可塑剤、
ガソリン成分、溶剤（塗料、インキ））

 ノルマル－ヘキサン 溶剤（重合用、接着剤、塗料、インキ）

ジクロロメタン
（別名：塩化メチレン）

洗浄剤（金属脱脂）、溶剤（重合用）、エアゾール噴射剤、インキ成分、
ペイント剥離剤

 クロム及び三価クロム化合物 ステンレス鋼、メッキ、スーパーアロイ（超硬合金）、顔料、皮なめし剤

ふっ化水素及びその水溶性塩 合成原料（フロン）、金属・ガラスの表面処理剤（エッチング剤）、半導
体製造用エッチング剤

 キシレン 合成原料（テレフタル酸、染料、有機顔料、香料、可塑剤、医薬品）、
ガソリン・灯油成分、溶剤（塗料、農薬）

 １－ブロモプロパン 合成原料（医薬・農薬中間体）

 ポリ（オキシエチレン）＝アルキ
ルエーテル（アルキル基の炭素
数が１２から１５までのもの及びそ

界面活性剤(乳化剤、可溶化剤、分散剤(洗浄剤、農薬、切削油、工業
用エマルジョン、インキ、化粧品、医薬品))

 ベンゼン
(特定第一種指定化学物質)

合成原料(スチレン、フェノール、無水マレイン酸、染料、有機顔料、合
成洗剤、医薬品、香料、合成繊維、農薬、可塑剤、防腐剤(PCP)、防
虫剤)、溶剤、ガソリン成分

 ホルムアルデヒド
(特定第一種指定化学物質)

合成樹脂原料(フェノール系、尿素系、メラミン系合成樹脂、ポリアセ
タール樹脂)、パラホルムアルデヒド、繊維処理剤、その他(消毒剤、一

1,3−ブタジエン
(特定第一種指定化学物質)

合成樹脂原料（合成ゴム（SBR、NBR）、ABS樹脂）、合成原料（ブタン
ジオール）

ダイオキシン類
(特定第一種指定化学物質)

非意図的生成物

トリクロロエチレン 溶剤（染料、生ゴム、硫黄、ピッチ、塗料）、洗浄剤（脱脂、原毛用）、合
成原料（代替フロン）、農薬（殺虫剤）

ほう素化合物 電機・電子工業（液晶パネル、ドーピング剤）、脱酸剤、ガラス繊維用
添加剤、消毒剤

エチルベンゼン 合成原料（スチレン）、溶剤

１，３，５－トリメチルベンゼン 合成原料（染料、紫外線安定剤、医薬品）、ガソリン成分、溶剤

スチレン 合成樹脂原料（ポリスチレン樹脂、合成ゴム、AS樹脂、ABS樹脂、不飽
和ポリエステル樹脂、イオン交換樹脂）
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主　　な　　用　　途

N,N－ジメチルホルムアミド 溶剤（合成繊維、合成皮革、医薬品、色素用）、試薬（ホルミル化剤）、
ガス吸収剤

銅水溶性塩（錯塩を除く。） メッキ、電池、顔料、触媒、皮なめし、農薬、殺菌剤

酢酸２－エトキシエチル
（別名：エチレングリコールモノエ
チルエーテルアセテート）

溶剤（塗料、インキ）

砒素及びその無機化合物
(特定第一種指定化学物質)

殺虫剤、半導体、木材防腐・防蟻剤

１，２，４－トリメチルベンゼン 溶剤、合成原料（染料、顔料、医薬品、工業薬品）

ナフタレン 合成原料（染料、顔料、爆薬、滅菌剤、燃料）、合成樹脂原料

アンチモン及びその化合物 樹脂難燃助剤、顔料、蓄電池、半導体、ガラス材料

１，３，５－トリス（２，３－エポキシ
プロピル）－１，３，５－トリアジン
－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリ
オン

硬化剤（ポリエステル系）、エポキシ樹脂改質剤、安定剤（難燃プラス
チック）、その他（エポキシ系樹脂の主剤）

メチルナフタレン 合成原料（染料、熱媒油）、溶剤（農薬分散用）

トリレンジイソシアネート 合成樹脂原料（ポリウレタン樹脂）

二アクリル酸ヘキサメチレン 架橋剤（合成ゴム、プラスチック）

メチレンビス（４，１－フェニレン）
＝ジイソシアネート

合成樹脂原料（ウレタンエラストマー）

ビス（1－メチル－1－フェニルエ
チル）＝ペルオキシド

重合開始剤（合成樹脂）、架橋剤（合成ゴム）

マンガン及びその化合物 特殊鋼、電池、磁性材料、脱酸素剤、酸化剤

ジクロロペンタフルオロプロパン
（別名：HCFC－２２５）

フルオロカーボン（洗浄剤）

ジメチルアミン 合成原料（加硫促進剤、殺虫・殺菌剤、医薬品、界面活性剤、溶剤）

ジシクロペンタジエン 合成樹脂原料（不飽和ポリエステル樹脂）

無機シアン化合物（錯塩及びシ
アン酸塩を除く）

メッキ助剤、写真材料

※ 順番は「概要」及び「地域別集計」（中北、峡東、峡南、富士・東部）で登場した順になっています。  
 


